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一 

内
閣
官
房
報
償
費
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

内
閣
官
房
報
償
費
に
関
し
、
「
財
政
法
」
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
三
十
四
号
）
、
「
会
計
法
」
（
昭
和
二

十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
三
十
五
号
）
及
び
「
予
算
決
算
及
び
会
計
令
」
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
三
十
日
勅
令
第
百
六
十

五
号
、
以
下
「
会
計
令
」
と
い
う
。
）
上
の
不
明
な
点
に
つ
き
以
下
質
問
す
る
。
国
会
法
所
定
の
答
弁
期
間
内
に
答
え
ら
れ
た

い
。 

一 

内
閣
官
房
報
償
費
に
か
か
る
支
出
負
担
行
為
に
つ
い
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

１ 

同
費
に
関
し
、
会
計
法
第
十
三
条
で
い
う
支
出
負
担
行
為
担
当
官
、
分
任
支
出
負
担
行
為
担
当
官
と
な
っ
て
い
る
者
の

官
職
名
及
び
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

２ 

同
費
に
関
し
、
会
計
法
第
十
三
条
の
三
第
四
項
で
い
う
支
出
負
担
行
為
認
証
官
と
な
っ
て
い
る
者
の
官
職
名
及
び
人
数

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

内
閣
官
房
報
償
費
か
ら
の
支
出
に
か
か
わ
る
、
会
計
法
第
二
十
四
条
第
四
項
で
い
う
支
出
官
と
な
っ
て
い
る
者
の
官
職
名

及
び
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

内
閣
官
房
報
償
費
に
か
か
る
現
金
の
出
納
保
管
に
関
し
、
会
計
法
第
三
十
八
条
で
定
め
る
出
納
官
吏
、
同
三
十
九
条
で
定



 

二 

め
る
出
納
官
吏
等
、
同
四
十
条
で
定
め
る
出
納
員
並
び
に
同
法
四
十
条
の
二
に
基
づ
き
他
の
各
省
各
庁
の
所
属
職
員
を
出
納

官
吏
等
と
し
て
い
る
場
合
の
そ
の
者
の
官
職
名
及
び
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

大
蔵
大
臣
の
予
算
執
行
監
督
に
つ
い
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

１ 

内
閣
官
房
報
償
費
に
関
し
て
大
蔵
大
臣
は
、
会
計
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
基
づ
い
て
「
実
地
監
査
」
及
び
「
予
算
の

執
行
に
つ
い
て
必
要
な
指
示
を
な
す
こ
と
」
が
で
き
る
の
か
。
も
し
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
の
理
由
。 

２ 

こ
れ
ま
で
大
蔵
大
臣
は
同
法
四
十
六
条
第
一
項
に
基
づ
い
て
同
費
に
関
し
「
実
地
監
査
」
や
「
予
算
の
執
行
に
つ
い
て

必
要
な
指
示
」
を
出
し
た
こ
と
が
あ
る
の
か
。
も
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
の
理
由
。 

３ 

同
費
に
関
し
て
大
蔵
大
臣
は
、
同
法
四
十
六
条
第
二
項
に
基
づ
い
て
「
そ
の
状
況
を
監
査
し
又
は
報
告
を
徴
す
る
こ

と
」
が
で
き
る
の
か
。
も
し
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
の
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

４ 

こ
れ
ま
で
大
蔵
大
臣
は
同
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
基
づ
い
て
同
費
に
関
し
「
そ
の
状
況
を
監
査
し
又
は
報
告
を
徴
す

る
こ
と
」
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
。
も
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
の
理
由
。 

五 

会
計
令
第
百
十
六
条
に
基
づ
い
て
、
内
閣
官
房
報
償
費
に
か
か
わ
る
出
納
官
吏
の
帳
簿
金
庫
の
検
査
に
当
た
る
検
査
員
と

な
っ
て
い
る
者
の
官
職
名
及
び
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 



 

三 

六 

内
閣
官
房
報
償
費
か
ら
の
支
出
に
関
し
て
、
領
収
書
の
受
領
を
必
要
と
し
な
い
と
の
報
道
が
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
こ
で
同
費
か
ら
の
支
出
に
お
い
て
、
領
収
書
そ
の
他
支
払
い
の
事
実
を
証
明
す
る
証
拠
書
類
等
が
な
く
と
も
支
出

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
か
、
ま
た
あ
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
ど
う
い
う
場
合
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

七 

内
閣
官
房
報
償
費
に
関
し
、
財
政
法
第
三
十
三
条
に
基
づ
く
予
算
の
彼
此
移
用
な
い
し
彼
此
流
用
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
あ

る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 
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